
報 告 第 23号

知 事 専 決 事 項 報 告

次の事件は、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないと認め、地方自治法 (昭和22年法律第67号)第 179条第 1項の規定により専決処分したので、

これを報告し、その承認を求める。

令 和 3年 9月 10日

長 崎 県 知 事  中  村  法  道
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令和 3年度長崎県一般会計補正予算 (第 10号 )

____翁 不日3年度長崎県
=般

1会誰補亙王集玉1究型●批_lま、_次廷定めると生生ζ墾 !に _

(歳入歳出予算の補正)

第 1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2)298,150千 円を追カロし、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ798:097,081千 円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第 1表歳入歳出予算補正」による。



第1表
´
歳入歳出予算補正

歳 入

款 項 補 正 前
'の

額 補  正  額 計

9国庫支出金

千円

163,990,356

千円

1,789,050

千円

165,779,406

2国庫補助金 90,352,648 1,789,050 92,141,698

12繰 入 金 21,460,840 509,100 21,969,940

2基金繰入金 19,950,771 509,100 20,459,871

歳 入 合 計 790,798,931 2,298,150 798,097,081

報    11



12報

歳 出

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

7薦 工 費

~千
円

75,345,723

~~~ 
千円

2,≧98,と 50

千 円

77,643,873

2工鉱業費 19,389,916 2,298,150 21,688,066

歳 出 合 計 790,798,931 2,298,150 793,097,081


